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1. 会長あいさつ 

2. 議事  

第 1 号議案 令和 6 年度事業報告について 

第 2 号議案 令和 6 年度決算報告、監査報告について 

第 3 号議案 令和 7 年度役員について 

第 4 号議案 令和 7 年度事業計画、会計予算について 

 

３．その他  
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【第１号議案】令和 6 年度事業報告 

⑴ 令和 6 年度活動実績報告 

近年、青少年を取り巻く環境は、少子化や家庭環境の多様化、デジタル社会の進展など

により大きく変化し、子どもたちが安心して成長できる地域づくりの重要性が一層高まっ

ています。こうした背景のもと、当団体では、子どもたちの健やかな育成と地域の理解促

進に向けた取組を継続してまいりました。 

 

令和 6 年度も例年同様、見守り啓発の一環として竹灯籠展示を実施しました。地域住民

の皆様に「子どもを地域で見守る」意識を共有していただくことを目的に、温かな灯りで

安心・安全なまちづくりへの思いを発信しました。 

 

また、学区内の小学 4 年生から 6 年生を対象とした「わんぱく協働合校」を運営し、子

どもたちが仲間とともに協力し合う中で、自主性やリーダーシップを育む機会を提供しま

した。さらに、この取組を支える形で、中学生や高校生の OB・OG がサポートスタッフ

として運営に参加しており、世代を超えたつながりと、子どもたち自身の成長の連鎖が生

まれています。 

 

さらに、継続して取り組んでいるあいさつ運動の強化にも注力し、今年度は地域内に設

置されている標語塔のリニューアルを実施しました。小中学校から募集したあいさつ運動

啓発作品の中から 1 作品を選出し、その標語を標語塔の一面に採用。子どもたちの参画を

取り入れた形で、地域に向けた啓発を行いました。 

 

これらの活動を通じて、地域における子どもたちの活躍の場づくりと、育成に対する地

域の理解促進に取り組んでまいりました。今後も、子どもたちと地域がともに育ち合う環

境づくりを目指して、活動を進めてまいります。 

 

あわせて、令和 6 年 10 月 5 日に開催された滋賀県防犯協会主催の【「なくそう犯罪」

滋賀安全なまちづくり県民大会】において、当団体が滋賀県警察本部長および滋賀県防犯

協会会長の連名による感謝状を授与されたことを報告いたします。  
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⑵活動実績 

青少年育成市民会議関係                      

事 業 名 実施日 内      容 場  所 

総会 4/18 
１．令和４度事業報告、決算報告、監査報告 

２．令和５年度事業計画案、予算案について 
草津市役所 

運営委員会 

4/13 

11/29 

3/11 

・各事業実施要領 ・パトロール依頼 

・あいさつ運動啓発作品募集依頼 

・Ｒ7 以降の事業／役員選出案提示、議案審議 

草津市役所 

青少年の非行被害 

防止強調月間 
7/1～7/31 7/1 草津駅・南草津駅周辺街頭啓発参加  

青少年問題を 

みんなでトーク 
7/27 

講演「「今どきの若者（青少年）たちのもつ傾向とその

支援」 

講師 滋賀県 SSW・SV 鈴木秀一氏 

草津市役所 

草津市青少年 

育成大会 

－同時開催－ 

第 40 回 

草津市青少年の 

主張発表大会 

10/26 

1.草津市青少年育成市民会議顕彰 

2.あいさつ運動作品表彰（志津小・3 名／高穂中・2 名） 

 

1.青少年主張発表（中学生 7 名 高校生 1 名） 

2.アトラクション（草津中学校生徒会／司会進行兼務） 

3.講演：菊地幸夫氏「出会いの人生から学んだこと」 

草津市役所 

新入学児童あて 

文房具セット配布 
4/10 あいさつ運動啓発文房具セットを配布 志津小学校 

広報「若麦」発行 3/1 第 88 号（R6.3.1） 全戸配布 

 

地区民会議本部関係                      

事 業 名 実施日 内      容 場  所 

理 事 会 4/16 

1. 令和 3 年度事業報告 

2. 決算報告、監査報告について 

3. 令和 4 年度役員(案)について 

4. 令和 4 年度事業計画(案)、予算(案)について 

書面 

総    会 5/18 同上 

志津 

まちづくり 

センター 

授賞式出席 10/5 
「なくそう犯罪」滋賀安全なまちづくり県民大会 

令和６年 防犯功労者・団体表彰・感謝状受賞 

大津市和邇文化

センター 

※他、本部会議を随時開催 
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育成活動部会 

事 業 名 実 施 日 内     容 場所 

みまもり 

パトロールの 

実施 

8/1～8/10 
期間中日時を指定せず各町内会みまもり推進委員による 

各地域においてのパトロール実施 

志津 

各地区内 

志津小学校 

あいさつ運動 

6/28、10/4、

11/8,12/6、

1/31、2/28 

志津小ＰＴＡ・先生、地域の方々による 

あいさつ運動を実施 (全 6 回) 青少年推進委員協力依頼 

志津小周辺 

通学路 

高穂中学校 

あいさつ運動 
 

高穂中ＰＴＡ・先生・生徒会・地域の方々による 

あいさつ運動を実施 (全 8 回) 青少年推進委員協力依頼 

高穂中周辺 

通学路 

みまもり 

パトロールの 

実施 

12/24～12/30 
期間中日時を指定せず各町内会みまもり推進委員による 

各地域においてのパトロール実施 

志津 

各地区内 

あいさつ運動

啓発作品表彰 

11/21 

11/28 

市民会議募集の「あいさつ運動啓発作品」より 

志津学区の応募作品に絞り込んで表彰 

志津小学校 

高穂中学校 

AKARI 

プロジェクト 

7/23～8/3 

11/10 

11/9～12/6 

12/7～1/10 

・さくら坂こども園 

・ふれあい広場ブース出店（竹灯籠製作体験） 

・小槻神社 

・城池 

志津 

地区内 

すこやか 

セミナー 
2/21 

テーマ：「未来を創る子どもたちのために 地域と学校、

家庭ができること」 

㈱アットスクール代表 鈴木正樹氏 

まちづくり 

センター 

 

広報部会 

事 業 名 発行日 内        容 備考 

広報 

「わんぱく」 

73 号 

7/1 
会長挨拶・役員紹介・わんぱく協働合校活動、あいさつ運動、AKARI

プロジェクト活動報告、しづっ子サポーターインタビュー 

全戸 

各施設配布 

4,400 部 

広報 

「わんぱく」 

74 号 

12/1 

防犯協会表彰受賞報告 

志津あいさつ運動啓発作品表彰作品紹介 

みまもりパトロール、わんぱく SMT 活動レポート、AKARI プロジ

ェクト活動紹介、しづっ子サポーターインタビュー 

全戸 

各施設配布 

4,400 部 

市民会議 

広報紙 

「若麦」 

編集会議 

12/17 
「若麦」の企画、取材、編集、校正など 

（集合・書面による編集会議） 
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わんぱく協働合校 

事 業 名 実施日 内        容 備考 

子どもスタッフ

会議＆竹林体験 
5/25 年間活動予定・志津の竹林で自ら竹を切り出し加工体験 26 人 

志津まち探検 

（ＳＭＴ） 

宿泊体験 

10/12～

10/13 

テーマ：ゼロがいいゼロになろう 

・竹灯籠製作 

・ゴミ環境調査 

・カレー作り 

・OB、OG によるお楽しみ企画 

・ポイ捨て防止啓発看板製作 他 

35 人 

ふれあい広場前

日準備 
11/9 ・ツイストパンづくり準備 5 人 

ふれあい広場 

ブース出展 
11/10 来場者へ向けてツイストパンづくり体験実施 18 人 

壁新聞づくり 12/20 活動まとめ 15 人 

市長表敬訪問 1/7 宿泊体験で製作したポイ捨て防止啓発看板の完成披露 16 人 

草津市こども環

境会議参加 
2/1 

・来場者に対し SMT の活動報告掲示とプレゼン 

・ワークショップ参加 
13 人 

どもエコクラブ

全国フェスティ

バル視察 

3/23 
全国の活動団体の展示やワークショップを視察 

＠大阪府咲洲庁舎 
6 人 

※上記事業の立案・準備のため「わんぱく協働合校企画委員会」を開催 
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【第 2 号議案】令和 6 年度決算報告及び監査報告 
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【第 3 号議案】令和 7 年度役員・推進員承認について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

順不同、敬称略

ＮＯ 役職名 氏  名 備考

1 会　長 服部 利比郎
青少年育成市民会議　副会長（非行防止部会長・運営委員兼務）

まち協情報プロジェクトリーダー　まち協参与

2 副会長 宮城 成和 わんぱく協働合校担当

3 副会長 臼杵 照代 志津地区更生保護女性会会長・まち協理事

4 副会長 大村 茜 高穂中学校ＰＴA会長

5 理　事 奥村 次一 前会長、まち協会長

6 理　事 宇野 敬造 志津社会福祉協議会会長

7 理　事 宇野 敬造
志津学区補導委員会代表幹事、

まち協福祉プロジェクトリーダー

8 理　事 山田 容子 志津小学校校長

9 理　事 藤井 泰三 高穂中学校校長

10 理　事 奥村 弘 志津地区体育振興会会長・まち協理事

11 理　事 寺尾 孝男
民生委員児童委員・まち協理事

ボーイスカウト草津第１団委員長

12 理　事 山川 貴子 志津こども園園長

13 理　事 吉田 竜宇 志津保育園園長

14 理　事 富田 陽子 さくら坂こども園園長

15 理　事 村谷 浩司 あおじ保育園園長

16 理　事 中村 健二 志津交番所長

17 理　事 竹村 勇祐 広報部会部会長・市民会議部会(広報)

18 理　事 田渕 翔司 育成活動部会部会長・まち協理事

19 理　事 城田 明彦
育成活動部会副部会長（みまもり）

市民会議部会（非行防止）

20 理　事 山村 卓也 市民会議部会（育成）

21 理　事 土橋 璃久 育成活動部会副部会長（育成活動）

22 事務局 山本 直樹

23 監　事 我孫子 博 会計監査

24 監　事 土橋 裕司 会計監査

25 顧　問 奥村 次一 前会長、まち協会長

26 顧　問 奥村 芳正 元会長、教育振興会会長、まち協参与
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部会員（推進委員）　

ＮＯ 部　　会 氏  名 所属

29
育成活動部会（わんぱく
協働合校企画委員長）

宮城 成和 企画委員長

30 育成活動部会（わんぱく
協働合校企画委員）

山本 清子 民生委員児童委員

31
育成活動部会（わんぱく
協働合校企画委員）

岩本 和夫 民生委員児童委員

32 育成活動部会（わんぱく
協働合校企画委員）

林中 恵子 民生委員児童委員

33
育成活動部会（わんぱく
協働合校企画委員）

宮城 詠子 ボランティア

34
育成活動部会（わんぱく
協働合校企画委員）

石松 恒人 ボランティア

35
育成活動部会（わんぱく
協働合校企画委員）

浅田 昴人 ボランティア

36
育成活動部会（わんぱく
協働合校企画委員）

古川 佑真 ボランティア

37 広報部会 西垣 和美 更生保護女性会、まち協参与

38 広報部会 小倉 とみ子 民生委員児童委員

39 広報部会 後藤 成子 民生委員主任児童委員

40 育成活動部会
(企画運営委員）

寺尾 孝男
民生委員児童委員・まち協理事

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ草津第１団委員長

41 育成活動部会
(企画運営委員）

政川 純子 ＢＢＳ会、まち協事務局長

42 育成活動部会
(企画運営委員）

高穂中学校ＰＴA

43 育成活動部会
(企画運営委員）

高穂中学校ＰＴA

44 育成活動部会
(企画運営委員）

津田冬美子 志津小地域委員

45 育成活動部会
(企画運営委員）

林 実穂 志津小地域委員

46 育成活動部会
(企画運営委員）

志津小地域委員

47 育成活動部会
(企画運営委員）

志津小地域委員

48 育成活動部会
(企画運営委員）

志津小地域委員

49 育成活動部会
（みまもり委員）

山本 浩史 馬場町内会

50 育成活動部会
（みまもり委員）

吉塚 信一 山寺町町内会

51 育成活動部会
（みまもり委員）

沢本 安生 山寺新田町内会

52 育成活動部会
（みまもり委員）

西村 悦信 笠井町町内会

53 育成活動部会
（みまもり委員）

荒木 順也 山寺大空町内会

54 育成活動部会
（みまもり委員）

瀬尾 達也 岡本町町内会

55 育成活動部会
（みまもり委員）

白井 智之 青地第１町内会

56 育成活動部会
（みまもり委員）

初田 慎一 青地第２町内会

57 育成活動部会
（みまもり委員）

川原田 雅志 追分町内会

58 育成活動部会
（みまもり委員）

宮本 剛嗣 上尾町内会

59 育成活動部会
（みまもり委員）

宮本 京子 ｴﾒﾗﾙﾄﾞﾏﾝｼｮﾝ草津青地自治会

60 育成活動部会
（みまもり委員）

橋爪 三一 ロクハタウン自治会

※わんぱく協働合校については、上記企画委員以外に、別途有志にて委員会を構成する
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【第 4 号議案】令和７年度事業計画 

(1) 令和７年度活動方針 

近年の青少年を取り巻く環境は、少子化や家庭環境の変化、情報社会の急速な進展など

により、子どもたちの育ちやつながりに様々な影響を及ぼしています。地域で子どもたち

を見守り、育てていくためには、これまで以上に多様な立場の人々が関わり合い、力を合

わせることが求められています。 

こうした状況の中、当団体では、令和 6 年度に引き続き、竹灯籠展示による見守り啓発

活動、学区内小学生を対象とした「わんぱく協働合校」、あいさつ運動の推進と標語塔の

活用といった、地域と子どもたちをつなぐ活動を継続して実施してまいります。 

特に「わんぱく協働合校」では、子どもたち自身の主体性を育むとともに、これまで参

加した中学生・高校生の OB・OG がサポートスタッフとして活躍することで、世代を超

えた学びの場としての充実を図ります。 

さらに今年度は、子どもたちの育ちを支えるもう一つの柱として、まちづくり協議会の

福祉プロジェクトと共催し、保護者向けの情報交換会を新たに開催します。家庭・学校・

地域それぞれの視点を持ち寄りながら、保護者同士が気軽に語り合える場を設け、子育て

の悩みや喜びを共有することで、地域全体の見守り力の向上につなげたいと考えていま

す。 

 私たちの活動は決して大きなことではありませんが、地域に根ざした地道な取組の積み

重ねこそが、子どもたちの健やかな成長を支える土台となります。今後も、昨今の青少年

育成を取り巻く状況をしっかりと見つめながら、地域の皆さまと共に、できることを少し

ずつ、着実に進めていくことを目指して活動してまいります。 

 

重点目標 

① 地域に対し育成活動の認知強化を図る   →AKARI プロジェクト・広報活動の強化 

② 地域での子どもたちの居場所づくりの推進 →わんぱく協働合校・各団体との連携 

③ 地域育成活動団体への支援        →団体や活動に対する支援を通し 

                            地域の育成活動を活性化 

④ 青少年の非行・被害未然防止活動の推進  →広報による情報発信、パトロール等 

⑤ 持続可能な組織体制の確立        →まちづくり協議会との連携を 

                      はじめとする地域各種団体との連携  
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各部会の事業計画と組織体制 

■広報部会 

① 広報紙「わんぱく」の発行（年 2 回）による情報発信 

・地域の青少年育成に関する取り組み等の取材 

・市民会議広報紙「若麦」の企画編集、発行協力 

② インターネットを活用した情報発信の強化 

・広報紙を補完した情報のリアルタイム発信 

・ホームページ及び SNS での情報発信の強化 

③ 地域内啓発看板等の更新 

・地域内に設置している標語塔などの修繕 

 

■育成活動部会 

① わんぱく協働合校事業 

志津まち探検＆環境学習→得られた体験を自らまとめ、発表 

地域の宝物である「ヒト・コト・モノ」を探し、その大切さを体験する活動を進めていく。 

特に SDGs に関連付けた活動としていく。 

② AKARI プロジェクト 

志津の「竹」を活用し、志津の「人」が造り出す竹灯籠を「志津のみまもり」のシンボル

とするため、継続的に広く周知する。 

・地域の竹を使った灯篭制作／子どもや地域住民による竹灯篭制作イベントの開催 

・各町内会や小槻神社、城池での竹灯籠の点灯イベントの開催 

 「みまもりの灯」と題し、志津学区内各町内会で点灯。点灯期間中は推進委員中心に 

近隣住民の協力を得て「みまもり強化期間」として周知する。 

年末年始には「志津学区みまもり強化期間」として城池での点灯イベントを開催する。 

③ 非行・被害未然防止活動 

・みまもりパトロールの地域啓発推進  

AKARI プロジェクトと連動し地域でのみまもり強化。 

SNS での情報発信 

・あいさつ運動 ‣志津小学校、高穂中学校への参加／啓発作品表彰 

④ 地域、小中学校との連携 

・すこやかセミナー開催（今年度は志津まちづくり協議会福祉プロジェクトと共催） 

⑤ 草津市青少年育成市民会議への参加 
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草津市青少年育成志津地区民会議規約 

 

（名称および事務所） 

第１条 この会は草津市青少年育成志津地区民会議といい、事務所を志津まちづくり 

センター内におく。 

     

（目 的） 

第２条 この会議は、青少年問題のもつ重要性に鑑み、広く地区民の総意を結集し、 

県および市の施策と呼応して、次代を担う青少年の健全な育成を図ることを 

目的とする。 

     

 

（事 業） 

第３条 この会議は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。 

（１）健全な青少年団体の育成を図り、すべての青少年がこれに参加することを奨励      

するための活動。 

（２）家庭教育・学校教育・社会教育の連携強化（地域協働合校の円滑な推進）を 

図るための活動。 

（３）青少年指導者の育成、青少年育成のための調査研究・情報の収集提供活動。 

（４）その他この会議の目的を達成するために必要な活動。 

（ 5）青少年育成に資する団体または活動への助成事業。 

細則 1.次に掲げる者に対して助成金を交付することができる。 

学齢期にある児童、生徒を主たる構成員とする文化・スポーツ・地域サロン等

の団体、又は類似の活動を行う集まりであり、青少年の健全な育成を目的の 

一つとするもの。 

細則 2. 助成は交付を希望する団体または活動からの申請を基にする。 

細則 3. 申請は志津地区民会議が定める様式 

(青少年育成志津地区民会議助成金申請書)により申請する。 

細則 4. 提出された申請書により青少年育成志津地区民会議内、本部会議において 

審議を行い、助成の可否および助成額を決定する。 

細則 5. 新たに補助金の交付を希望する団体、活動等がある場合、相手方からの申請を

基に助成の可否および助成額を決定する。 

細則 6. 助成金を交付する際は、対象団体に対し当該助成の属する会計年度の決算を本

会議あてに報告させることとする。 

細則 7. 対象団体の会計決算において当該助成に対する余剰が発生した際は属する 

会計年度内に返還を求めることとする。 

 

 

（組 織） 

第４条 この会議の目的に賛同する団体並びに個人をもって構成する。 
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（役 員） 

第５条 この会議に次の役員を置く。その任期は２年とし再任を妨げない。また、任期中

に交代する場合、前任者の残任期間とする。 

（１）会長   １名 

（２）副会長 若干名 

（３）理事  ４０名以内 

（４）事務局長 １名・次長 若干名 

（５）監事   ２名 

     

（役員の選出） 

第６条 この会議の役員は理事会において選出し、総会の承認を得る。 

     

（役員の任務） 

第７条 この会議の役員の任務は次の通りとする。 

（１）会長はこの会議を代表し会務を総理する。 

（２）副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。 

（３）理事はこの会議の重要事項を審議し、会議の運営にあたる。 

（４）事務局長はこの会議の一切の事務並びに会計を司る。 

事務局次長は予め定められた事項を分担し事務局の円滑な運営に努める。  

（５）監事はこの会議の会計を監査し、その結果を総会に報告する。 

 

（名誉役員） 

第８条 この会議に名誉役員として顧問、相談役等をおくことができる。理事会の同意を

得て会長が委嘱する。 

 

（会 議） 

第９条 この会議に次の会議をおき会長が招集して開催する。 

（１）総会 [年間事業計画・予算並びに事業報告・決算事項の議決] 

     {但し、緊急なときは理事会をもって、総会に代えることができる} 

（２）理事会     [重要事項の審議、決定] 

（３）この会議に部会を設置して事業の円滑な推進を図ることができる。部会の設置並び

に部会員の選出は会長が委嘱する。 

     

（会 計） 

第１０条 この会議の経費は、会費、寄付金その他の収入をもって充てる。 

     

（事業年度） 

第１１条 この会議の事業年度は毎年４月１日から翌年の３月３１日までとする。 

     

（規約の改正） 

第１２条 この会議の規約は総会において出席者の過半数の同意を得て改正することが 

できる。 
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（施行細則） 

第１３条 この会議の施行について必要な細則は会長が別にこれを定める。 

     

（施行期日） 

第１４条 この会議の規約は平成２６年５月１７日から施行する。 

 

 

（付則） 

平成２６年５月１７日一部改正。 

平成３０年５月２９日一部改正。 

令和 3年 5月 15日一部追加。（第三条）に 5項追加。5項に細則 1～7追加。 

 

 


